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入学者の受入れに関する方針 （アドミッション ・ ポリシー）

大学の入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

１．教育目的

　和歌山大学は、地域における学術・文化の府として、豊かな人間性と社会性を育み、自然と調和し

た社会の発展に向け、修得した専門的知識や技術を通じて、未来を自らの力で切り拓き地域と世界で

活躍できる人材を育成します。

２．求める学生像

　本学での学習を可能にする基礎的な知識・技能を備え、以下に示す要件のいずれかを満たし、志望

学部が示す学生像に適合する人を求めます。

（1）学問への探究心を持ち、課題解決に意欲的に取り組む人

（2）自らの将来を見据えた明確な目的意識を持つ人

（3）未知の事柄に積極的に挑戦する意欲のある人

教育学部 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

１．教育目的

　和歌山大学教育学部は、人間と教育に関する深い理解と、科学・芸術・文化に関する専門的知識に

基づき、教育実践力を高めることで、次代を担う子どもたちの成長と発達を支援していくことのでき

る高度な資質・能力をもった教員の養成を目的とします。

　この目的の実現をはかるために、初等教育コース・中等教育コース・特別支援教育コースの３つの

コースを設置しており、明確なキャリアパスにより自らのめざすべき進路に応じた専門教育を受ける

ことができます。

　初等教育コースでは、児童の発達や教科のつながりなどを総合的に捉え、就学前教育との連携及び

小中連携の視野を持った小学校教員の養成をめざします。子どもと教育に関する専門的な知識と技能

を修得するとともに、教育に関するさまざまな科学・研究分野を学びます。さらに、学校教育の基本

的課題のみならず今日の学校内外で多発する複雑で深刻な教育問題に対応できる、総合的で実践的な

教育的力量を身につけます。

　中等教育コースでは、教科（分野）の専門性を深めつつ、中学校・高等学校教員の養成をめざしま

す。子どもと教育に関する専門的な知識と技能を修得するとともに、学校における各教科に関する幅

広く深い知識と専門的技量を修得します。さらに、文化の継承・発展という教育の基本的課題に対応

できる、総合的で実践的な教育的力量を身につけます。

　特別支援教育コースでは、学習に困難のある子どもや、発達が気になる子ども、障害のある子ども

など、特別なニーズを有する子どもの教育について、専門的知識や理論を身につけながら実践的な指

導能力を養い、両者のバランスに優れた教員の養成を目的とします。最新の理論の修得に加えて、在

学中から実際に子どもと接する機会を多く持ち、体験を通して学ぶことを重視します。

２．求める学生像

　教育学部の求める学生像は以下のとおりです。

（1）�高等学校等での学習を通して大学入学後の専門的知識と教養を学ぶ基礎となる学力・実技技能を
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有し、主体的・協働的に学習に取り組むことができる人

（2）�学校教育に興味を持ち、教職やそれに関わる職をめざす人

（3）�子ども・青年の成長・発達に関心を持ち、それを支援する豊かな人間性と人権意識を有する人

（4）�他者を理解し、他者と協働できるコミュニケーション能力を有する人

（5）�教育についての諸問題に関心を持ち、それらを解決するために自ら探求し、取り組もうとする意

識を有する人

　入学後には、教育にかかわる諸問題に一層の関心を持ち、自分自身が取得すべき教員免許状の種類

やキャリアパスを考え、子ども・青年たちの成長・発達を支援する専門職として求められる資質・能

力を修得することを期待します。

・�教員免許状の取得を目的とした体系的カリキュラムを履修することで、子ども・青年たちの成長・

発達を支援する専門職にふさわしい学術的教養と教育実践に関わる専門的知識を修得すること。

・�学校現場での実習や体験を通じて、実践的指導力を身につけること。

・�卒業成績や専門科目において提供される能動的な学習の機会を通じて、主体的に学び続ける力や他

者と協働する力、問題を解決する力など、職業人・社会人として必要となる汎用的技能や態度を身

につけること。　

３．入学者選抜の基本方針

（1）�一般入試［前期日程］では、高等学校等での学習で得られた大学入学後の専門的知識と教養を学

ぶ基礎となる学力・実技技能を大学入試センター試験及び個別学力検査等により評価し、入学者

を選抜します。

　　�なお、大学入試センター試験に際しては、文科系・理科系・実技系に分類した配点を行い、個別

学力検査等に際しては、募集区分を文科系・理科系・実技系に分類し、それぞれの区分に応じた

入試を実施します。

（2）�一般入試［後期日程］では、高等学校等での学習で得られた大学入学後の専門的知識と教養を学

ぶ基礎となる学力を大学入試センター試験により、また、学力・豊かな人間性と人権意識・課題

解決に向けて探求し取り組もうとするための力量を個別学力検査等により評価し、入学者を選抜

します。

　　�なお、大学入試センター試験に際しては、文科系・理科系に分類した配点を行い、個別学力検査

等に際しては、募集区分を文科系・理科系に分類し、それぞれの区分に応じた入試を実施します。

（3）�推薦入試では、学校教育に興味を持ち、教職をめざす者として出身学校長より推薦を受けた者の

うち、高等学校等での学習で得られた大学入学後の専門的知識と教養を学ぶ基礎となる学力を大

学入試センター試験により、また、豊かな人間性と人権意識・コミュニケーション能力・課題解

決に向けて探求し取り組もうとするための力量を面接及び出願書類により総合的に評価し、入学

者を選抜します。

　　�なお、大学入試センター試験に際しては、初等教育コース・中等教育コースにおいて募集区分を

文科系・理科系に分類した配点を行い、面接に際しては、初等教育コース・中等教育コース・特

別支援教育コースに分類し、それぞれの区分に応じた入試を実施します。

（4）�推薦入試［地域（紀南）推薦枠］では、学校教育に興味を持ち、教職をめざす者として出身学校

長より推薦を受けた者のうち、高等学校等での学習で得られた大学入学後の専門的知識と教養を

学ぶ基礎となる学力・課題解決に向けて探求し取り組もうとするための力量を小論文により、豊

かな人間性と人権意識・コミュニケーション能力・課題解決に向けて探求し取り組もうとするた

めの力量を面接並びに出願書類により総合的に評価し、入学者を選抜します。

　　�なお、小論文に際しては、文科系・理科系に分類し、それぞれの区分に応じた入試を実施します。
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経済学部 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

１．教育目的

学部の目的(教育理念)

　学部は、広い視野と専門領域に応じた基礎学力及び経済社会を体系的に理解できる能力をもち、経

済社会のさまざまな問題を真摯に受け止め、的確に判断し創造的・実践的に対応できる人材を育成す

ることを目的とする。

（経済学部規則第1条の２）

学部の教育目標

　和歌山大学経済学部は、和歌山高等商業学校として創設されて以来、長きにわたり社会から必要と

される人材を輩出してきたという伝統を持ちます。この伝統を大切にしながら、多様で変化の激しい

予測困難な社会を体系的に理解し、刻々変化する世界経済の動向に的確に対応することができる人材

を育成します。そのために、以下の知識を教授し、技能、態度・姿勢、統合的な能力・姿勢を涵養し

ます。

＜知識＞

（1）�和歌山の歴史や事情、和歌山大学の伝統も含む幅広い教養、経済学や経営学を中心とする社会科

学の諸分野の基礎的・専門的知識

＜技能＞

（2）�論理的思考力を中心としたコミュニケーション力、情報リテラシー、数量的スキルなどの汎用的

技能

＜態度・姿勢＞

（3）�個人の自立と他者との協働を図りながら、経済社会のさまざまな問題を真摯に受け止める姿勢�

＜統合的な能力＞

（4）�さまざまな問題の解決に向けて情報を収集し、習得した知識や修得した技能を利用して的確に判

断し、創造的・実践的・主体的に行動する能力

２．求める学生像

　経済学部の求める学生像は以下のとおりです。

　高等学校等の標準的なカリキュラムや課外活動、諸外国における教育制度の下での学修、高等教育

機関における学修や諸活動、並びに就業などを伴う社会的な活動などの様々な学びの機会を通して、

次のような知識・技能・能力を身につけようとしてきた人を求めます。

・社会の複合的な課題を発見・理解するための幅広い基礎的知識

・認識した課題を分析・解決するための思考力

・課題解決の実践にあたり、多様な人々と対話するためのコミュニケーション能力

　入学後には、自らがさらに努力を重ね、多くの人と関わり合いながら、経済・社会の活動にかかわ

る諸問題に一層の関心を持ち、これまでに身に付けた能力を磨くとともに、次のような知識・技能・

能力を身につけることを期待します。

・経済学、経営学、会計学、情報学、法学などを中心とした専門知識

・専門知識を領域横断的に活用した理解力、思考力、表現力

・主体的に学び、考え、多様な人々と協働する能力

 

３．入学者選抜の基本方針

（1）�一般入試〔前期日程〕では、大学入試センター試験と個別学力検査（総合問題）等により入学者
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を選抜します。大学入試センター試験により、高等学校等で学ぶ各教科の基本的な知識を評価し

ます。なお、商業に関する知識・技能・思考力を備えた人材を選抜するために、商業関連科目の

選択を認めます。個別学力検査（総合問題）により、英文を含む問題や数学又は簿記の知識・技

能・思考力に関する問題を課し、社会科学を学ぶ上で必要な知識、並びにそれを活用する能力を

備えているかを評価します。

（2）�一般入試〔後期日程〕では、大学入試センター試験と個別学力検査（総合問題）により入学者を

選抜します。大学入試センター試験により、外国語の理解力と特定分野の知識を、すぐれた成績

を収めた科目に配慮し評価します。個別学力検査（総合問題）等により、論理的に考え、判断し、

論述する力を評価します。特に、社会科学を学ぶ上で必要な知識、並びにそれを活用する能力を

重視します。

（3）�推薦入試では、高等学校等において身につける学力のうち、基本的な知識の修得状況と学ぶ意欲、

社会科学を学ぶ上で必要な理解力（読解力）・論理的な思考力・表現力（文章力）、他者との議論

や協働的な活動の礎となるコミュニケーション能力を、それぞれ出願書類、小論文、及び集団討

論により評価し、入学者を選抜します。

（4）�スポーツ推薦入試では、高等学校等において身につける学力のうち、社会科学を学ぶ上で必要な

理解力（読解力）・論理的な思考力・表現力（文章力）を小論文により評価します。これに加え

て、基本的な知識の修得状況、顕著な成績を収めたスポーツ活動において培われた主体性や多様

な人々と協働する力、及びスポーツの実践、普及、振興についての関心を出願書類と面接により

評価し、入学者を選抜します。

（5）�社会人特別入試では、高等学校等の卒業後の社会人経験とそこから得た知見、及び生涯にわたり

学び続ける姿勢などを出願書類及び面接により評価し、入学者を選抜します。

（6）�帰国子女特別入試では、諸外国での学びと日本における学びのためになされた種々の活動を面接

と出願書類により評価し、入学者を選抜します。

（7）�私費外国人留学生特別入試では、諸外国での学びを通して得た基礎的な知識と日本に留学するに

あたってなされた学びの成果を日本留学試験と出願書類により評価します。あわせて日本語の運

用能力を面接により評価し、入学者を選抜します。

（8）�第３年次一般編入学入試では、他大学などでの学修により身につけた経済学・経営学などに関す

る知識とそれを活用する思考力・判断力・表現力、及び英語の運用能力をそれぞれ小論文と出願

書類により評価します。あわせて、他者と協働・協調する力、あるいは他者をリードする力を面

接により評価し、入学者を選抜します。

（9）�第３年次推薦編入学入試では、他大学などでの学修により身につけた経済学・経営学などに関す

る知識とそれを活用する思考力・判断力・表現力、及び英語の運用能力を出願書類により評価し

ます。あわせて、他者と協働・協調する力、あるいは他者をリードする力を面接により評価し、

入学者を選抜します。

システム工学部 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

１．教育目的

　和歌山大学システム工学部は、広範な教養及び理工学における複数領域の分野を横断する知識を身

につけ、その知識を自ら活用することにより、広い視野から時代の要請に応え、産業・社会のニーズ

に即応できる実践力と創造性を持ち、課題解決のできる研究者や技術者を養成します。

２．求める学生像

　システム工学部は、理工系学部教育を学ぶために必要な基礎的な学力を備え、以下に示す要件を満

たす人を求めます。

（1）理数系の基礎知識と問題解決能力を持ち、国際的なコミュニケーションに必要な英語力を有する人

−4−



（2）�論理的思考力と多面的な分析能力により、複合化された複雑な課題を解決する能力を持つ人

（3）明確な目的意識を持ち、自らの将来を切り拓く意志を有する人

　入学後には、自ら学び考える力をもち、以下の様な観点から、学術・産業研究を含む広範な理工系

分野で活躍する自律的な高度技術者を目指すことを求めます。

・自分自身の思い描くキャリアパスを客観的に考え、それに応じた２つのメジャーを選択すること

・メジャーが提供する専門知識・技能を主体的に修得し、未来の職業人としての基礎力を高めること

・�異なる知識や技能を、断片的にではなく体系化して身につけ、複雑な課題を解決する能力へと高めること

３．入学者選抜の基本方針

（1）�一般入試[前期日程]では、高等学校等で学んだ各教科の基本的な知識を大学入試センター試験に

より、数学的思考力と英語の理解力を個別学力検査により評価し、入学者を選抜します。�

（2）�一般入試[後期日程]では、高等学校等で学んだ各教科の基本的な知識を大学入試センター試験に

より、システム工学を学ぶにふさわしい能力・適性を個別学力検査等により評価し、入学者を選

抜します。

（3）�推薦入試では、明確な目的意識をもって入学を希望し、かつ、出身学校長より推薦を受けた者の

うち、高等学校等で学んだ各教科の基本的な知識を大学入試センター試験により、目的意識や学

修意欲等を面接及び出願書類により総合的に評価し、入学者を選抜します。

（4）�私費外国人留学生特別入試では、日本に留学するためになされた学びの成果を日本留学試験、出

願書類、面接により評価します。あわせて、入学後の学修に必要な理解力、論理的思考力、日本

語運用能力を面接により評価し、入学者を選抜します。

（5）�第３年次推薦編入学入試では、高等専門学校等での学修により身につけた理工系学部に関する専

門知識・技能等を面接と出願書類により評価します。あわせて、目的意識や学修意欲等を面接に

より評価し、入学者を選抜します。

（6）�第３年次一般編入学入試では、高等専門学校等での学修により身につけた理工系学部に関する専門

知識等を学力検査により評価します。あわせて、高等専門学校等での学修により身につけた理工系

学部に関する専門知識・技能や目的意識、学修意欲等を面接により評価し、入学者を選抜します。

観光学部 入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

１．教育目的

　21世紀は「観光の時代」と言われ、世界のあらゆる国・地域で最も有望な成長分野として観光が注

目を集めています。わが国においても観光は戦略産業と位置づけられ、官民一体での「観光立国」実

現に向けた政策や取組が加速するなか、観光産業や行政の現場と密接に連携しながら、新しい観光学

の創造及び観光を支えるに相応しい豊かな教養と専門性並びにグローバル時代に対応したハイレベル

な国際的・学際的視点を持つ観光人材の輩出が期待されています。

　このような背景のもと、和歌山大学観光学部では「観光経営」・「地域再生」・「観光文化」という３

つの基本領域（コース）の相互関係として観光学の学問体系の全体像を認識しつつ、このうちのいず

れかの領域に主たる専門性（より深い教養）を発揮できる人材を養成することを目指します。

　現代社会で求められる実践的な諸課題に対しては、専門性を活かして応用することができる「包括

的対応力（ジェネリックスキル）」が必要です。英語による専門科目の履修機会を飛躍的に増加させ

ることにより、異文化コミュニケーション力を高め、グローバル化した社会状況への高度な対応力を

涵養することを重視します。さらに、地域の諸課題に取り組む実践型教育の機会を拡充することによ

り、オンサイトでの創造的実践力を身に付けることを目指します。
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２．求める学生像

　観光学部では、観光についての幅広い関心を持つ以下のような人を求めます。

（1）�多角的な思考力を身につけることが期待される人

　・高等学校等で履修する科目について基本的な知識を有する。

　・論理的に深く思考する力を有する。

　・多面的にものごとをとらえる力を有する。

（2）�柔軟な協働力を身につけることが期待される人

　・他者の意見を尊重し受け入れる柔軟性を有する。

　・協調性を持ち円滑なコミュニケーションを図る力を有する。

　・規範性を持ち自己を律する力を有する。

（3）�広範な理解力を身につけることが期待される人

　・文章を読み解く力を有する。

　・多様な文化・歴史・地理・言語への強い関心を有する。

　・現代の社会情勢に対する強い関心を有する。

（4）�高度な創造力を身につけることが期待される人

　・自身の考えを文章として的確に表現できる力を有する。

　・主体的かつ積極的にものごとに挑戦し持続する力を有する。

　・新しいものごとへの好奇心・探究心を有する。

　入学後には、観光にかかわる諸問題に一層の関心を持ち、これまで身に付けた能力をさらに磨くと

ともに、次のような知識・技能・能力を身につけることが求められます。

・自律的にキャリアパスを考え、それに応じたコースを選択すること

・各コースにおいて専門知識を身につけ、同時に多角的な思考力を身につけること

・実践型プログラムを通して柔軟な協働力を身につけること

・専門演習等の少人数科目により高度な創造力を身につけること

３．入学者選抜の基本方針

（1）�一般入試［前期日程］では、入学後の専門的知識と教養を学ぶ基礎となる学力を大学入試センター

試験により、また、英語の理解力及び国語の論理的思考力、又は数学的思考力を個別学力検査に

より評価し、入学者を選抜します。

（2）�一般入試［後期日程］では、入学後の専門的知識と教養を学ぶ基礎となる学力を大学入試センター

試験により、また、理解力、論理的思考力、創造力の力量を個別学力検査等の総合問題により評

価し、入学者を選抜します。

（3）�ＡＯ入試では、入学後の学修に必要な理解力、論理的思考力、創造力、協働力の力量を書類審査、

講義と提出書類に基づいた面接、プレゼンテーションにより多面的に評価し、観光関連産業・政

策のリーダーや、観光産業を確立できうる入学者を選抜します。

（4）�推薦入試では、高等学校等において身につける学力のうち、基本的な知識の修得状況及び高等学

校等において意欲的に取り組んだ活動実績、資格取得等により入学後の学修に必要な学力、柔軟

な協働力、さらにアドミッション・ポリシーへの適合を面接及び出願書類により総合的に評価し、

入学者を選抜します。

（5）�社会人特別入試では、入学後の学修に必要な理解力、論理的思考力を小論文により、また、創造

力、協働力に加え、高等学校等卒業後の社会人経験とそこから得た知見、及び生涯にわたり学び

続ける姿勢などを出願書類及び面接により総合的に評価し、入学者を選抜します。

（6）�私費外国人留学生特別入試では、入学後の学修に必要な理解力、論理的思考力、創造力、協働力

に加え、諸外国での学びを通して得た基礎的な知識と日本に留学するにあたっての学習成果、日

本語運用能力を日本留学試験、出願書類、面接により総合的に評価し、入学者を選抜します。
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学　

部
学科・課程

入学

定員

募　集　人　員

一 般 入 試 特�別�入�試

前　期

日　程

後　期

日　程

推薦

入試

推薦

入試

地域（紀南）
推薦枠

スポ

ーツ

推薦

入試

帰国

子女

特別

入試

社会

人　

特別

入試

ＡＯ

入試

私費

外国人

留学生

特別

入試

教
育
学
部

学校教育教員養成課程 165 100
(備考１参照)

35
(備考１参照)

20 10 － － － － －

小　　　　　計 165 100 35 20 10 － － － － －

経
済
学
部

経 済 学 科 300 180 80 30 － 4 3 3 － 若干名

小　　　　　計 300 180 80 30 － 4 3 3 － －

シ
ス
テ
ム
工
学
部

シ ス テ ム 工 学 科 305 170 100 35 － － － － － 若干名

小　　　　　計 305 170 100 35 － － － － － －

観
光
学
部

観 光 学 科 120 55 28 25 － － － 2 10 若干名

小　　　　　計 120 55 28 25 － － － 2 10 －

合　　　　　　計 890 505 243 110 10 4 3 5 10 －

注1　特別入試の推薦入試、スポーツ推薦入試、帰国子女特別入試、社会人特別入試、ＡＯ入試の合格者が、募集人

員に満たない場合には、その差を前期日程の募集人員に加えます。

注2　経済学部、システム工学部、観光学部の一般入試前期日程の募集人員には、私費外国人留学生特別入試の募集

人員若干名を含みます。
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　なお、座布団、ひざ掛け、タオル（サイズは問わない）、ティッシュペーパー、ハンカチ、目薬については、

受験上の配慮の申請は不要です。

　また、出願受付締切後の不慮の事故等による負傷者についても、受験上及び修学上の配慮が必要となっ

た場合は、その時点で速やかに申し出てください。

�配慮内容の一例については以下のとおりです。

配慮の区分 対象となる者 受験上の配慮の一例

ア． �視覚に関する

配慮

•　�点字による教育を受けている者

•　�良い方の眼の矯正視力が 0.15 以下

の者

•　�両眼による視野について強度視野障

害のある者 （基準は大学入試センタ

ー試験と同様とする）

•　�上記以外で視覚に関する配慮を必要

とする者

•　�点字解答

•　�試験時間の延長 （1.3 倍、 点字解答は 1.5 倍）

【別室の設定】

•　�試験室入口までの付添者の同伴

•　�試験場への乗用車での入構

•　�拡大文字問題冊子の配付

•　�拡大解答用紙の配付

•　�拡大鏡等の持参使用

•　�窓側の明るい座席を指定

•　�照明器具の持参使用又は試験場側での準備

イ． �聴覚に関する

配慮

•　�両耳の平均聴力レベル （注 1） が

60 デシベル以上の者

•　�上記以外で聴覚に関する配慮を必要

とする者

•　�手話通訳士等の配置 （両耳の平均聴力レベル

（注 1） が原則として 60 デシベル以上の者）

•　�注意事項等の文書による伝達 （注 2）

•　�座席を前列に指定

•　�補聴器又は人工内耳の装用 （注 3）

ウ． �肢体不自由に

関する配慮

•　�体幹の機能障害により座位を保つこ

とができない者又は困難な者

•　�両上肢の機能障害が著しい者

•　�上記以外で肢体不自由に関する配

慮を必要とする者

•　�試験時間の延長 （1.3 倍） 【別室の設定】

•　�介助者の配置 （注 4）

•　�１階又はエレベーターが利用可能な試験室で

受験

•　�洋式トイレ又は障害者用トイレに近い試験室で

受験

•　�特製机 ・椅子の持参使用又は試験場側での準備

•　�車椅子の持参使用

•　�杖の持参使用 （注 5）

•　�試験室入口までの付添者の同伴

•　�試験場への乗用車での入構
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エ． �病弱に関する

配慮

•　�慢性の呼吸器疾患、 心臓疾患、 腎

臓疾患、 消化器疾患等の状態が継

続して医療又は生活規制を必要とす

る程度の者又はこれに準ずる者

•　�１階又はエレベーターが利用可能な試験室で

受験

•　�杖の持参使用 （注 5）

•　�試験室入口までの付添者の同伴

•　�試験場への乗用車での入構

•　�別室の設定 （注 6）

•　�トイレに近い試験室で受験

•　�座席を試験室の出入口に近いところに指定

オ． �発達障害に関

する配慮

•　�自閉症、 アスペルガー症候群、 広汎

性発達障害、 学習障害、 注意欠陥

移動障害のため配慮を必要とする者

•　�別室の設定 （注 6）

•　�試験室入口までの付添者の同伴

カ． その他 ア〜オの区分以外の者で配慮を必要と

する者

•　�トイレに近い試験室で受験

•　�座席を試験室の出入口に近いところに指定

•　�別室の設定 （注 6）

１.　�（注1）の「両耳の平均聴力レベル」とは、右耳・左耳それぞれの平均聴力レベルであることを

意味します。

２.　�（注2）の「注意事項等の文書による伝達」とは、試験室で監督者が口頭で指示することを文書

にし、受験者に配付するものです。

３.　�（注3）を希望する場合で、ＦＭ電波等の受信機能がある場合は、その受信機能のスイッチを切っ

てください。

４.　�（注4）の介助者とは、特別支援学校の教員等で、試験時間中における受験者の姿勢の変換やト

イレ介助などの専門的な介助を行う者のことです。監督者等でも行うことができるような簡易

的な介助を行う者ではありません。

５.　�（注5）については、杖の持参使用のみを希望する者は、申請書の提出は必要となりますが、医

師の診断書の提出は不要です。

６.　�（注6）の別室については、受験者の症状及び受験方法（試験時間延長の有無等）によって、別

室を許可された他の受験者と同室になります。特に個室（受験者１名）を希望する場合で本学

が別途必要書類等を求める場合があります。本学が必要と判断した場合には、本学の施設数面

及び志願者数の状況に応じ、可能な範囲で個室とします。
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16

20

令和元年

令和 2 年 月

※期日までに申請の無い場合や、相談の内容によっては、配慮が講じられない場合があります。
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総合問題の出題内容

　総合問題では、教科ごとの学習到達度だけではなく、問題に対する総合的な分析力・応用力を問います。

　システム工学を学ぶにふさわしい能力・適性等を判断します。

　出題内容は以下のとおりとします。

学 科 出 題 内 容 注 意 事 項

システム工学科 　ものごとを科学的視点でとらえ、 筋道をたてて論理的に

分析し、 その結果を総合的に判断して表現する能力を問

います。 具体的には、

○数学的思考を問う論述問題

○図表を読み取る論述問題

○物理的思考を問う論述問題

が出題されます。

○数学的思考を問う論述問題

○図表を読み取る論述問題

○物理的思考を問う論述問題

　上記のうち、 2 題を選択し解

答します （選択は問題を見て

から決めることができます）。
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受験上の注意

共通注意事項

試験前日までの注意事項

１.�　あらかじめ、試験場の所在地及び所要時間を確認しておいてください。試験日の前日は入構禁止

です。試験日の前日が日曜日にあたるときは、その前々日及び土曜日は入構禁止です。試験日の前

日が土曜日にあたるときは、その前日は入構禁止です。

２.�　遠方の受験者にあっては、大雪や風などによって飛行機、船、列車等が通常のとおり運行されな

い事態も起こり得ますので、あらかじめ気象状況や交通機関の運行状況を把握し、数日前から試験

場近郊に滞在するなどの対応をとってください。

試験当日の注意事項

１.�　試験当日は、「和歌山大学入学者選抜受験票（以下「和歌山大学受験票」）」及び「令和2年度大学

入試センター試験受験票」を必ず持参・携帯し、試験場に入場する際、あるいは本学係員の指示に

応じ提示してください。試験室の所定の座席に着席後は、机上に置いてください。実技検査の場合

は監督者の指示に従ってください。なお、受験票を忘失・紛失した場合には、試験場入口の本学係

員に申し出て再発行等の措置を受けてください。

２.�　試験当日は正門（バス停）側進入路から入構してください。北側進入路（システム工学部裏側）

等他の進入路からは入構できません。

３.�　交通事情等を考慮し、余裕をもって試験場に到着するようにしてください。

４.�　試験場内には自動車・バイク等の乗り入れはできません。

５.�　付添者は、試験場内に立ち入ることはできません。

６.�　試験室等の位置は、試験当日に試験場入口に掲示します。

７.�　試験開始時刻の30分前までに入室してください。監督者による説明が始まります。

８.�　試験室では、机上に表示している受験番号が受験票の受験番号と同一であることを確認し、着席

してください。

９.�　遅刻した場合は、試験開始時刻後30分以内に限り受験を認めます。

10.�　試験当日に公共交通機関（電車等）で事故等が生じて運行停止となるなどの事情により、試験開

始時刻までに試験場に赴くことが困難な場合には、直ちに和歌山大学入試課までそのことを連絡す

るとともに、交通機関の事故等による事情であることが証明できる書類（公共交通機関が発行する

遅延証明書等）の交付を受けてください。また、試験場入口本学係員に申し出てください。

11.�　受験者入室終了時刻から試験終了までは退室は認めません。体調不良やトイレ等、やむを得ない

場合は、挙手し、監督者の指示に従ってください。ただし、一時退室が認められた場合でも、休養

室等での受験はできません。また、一時退室していた時間分の試験時間の延長は認められません。
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試験時間中の注意事項

①所持品の取扱い

　個別学力検査等試験時間中（実技検査を除く）、机上に置くことのできるものは、「和歌山大学受験票」、

「令和2年度大学入試センター試験受験票」の他に次のとおりです。

・ 　黒鉛筆 （受験教科 ・科目によっては、 和歌 ・格言等が印刷されているものは不可。）

・ 　万年筆

・ 　ボールペン

・ 　シャープペンシル

・ 　消しゴム

・ 　鉛筆削り （電動式 ・大型のもの ・ナイフ類は不可。）

・ 　�時計 （時計機能のみのもの。 辞書、 電卓、 端末等の機能があるものや、 それらの機能の有無が判別しづ

らいもの ・秒針音のするもの ・ キッチンタイマー ・大型のものは不可。）

・ 　眼鏡、 ハンカチ、 目薬、 ティッシュペーパー （袋又は箱から中身だけ取り出したもの。）

　これ以外の所持品を使用又は置いている場合には、解答を一時中断させて、試験終了まで預かること

があります。

　試験時間中に、次のものを使用してはいけません。

・ 　�定規 （定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）、 コンパス、 電卓、 そろばん、 グラフ用紙等の補助具。 た

だし、 前期日程　経済学部の 「総合問題ＢⅡ」 受験者については、 そろばん又は電子卓上計算機 （電

池式で記録紙 ・信号音の出ないもの） の使用を認めます。

・ 　携帯電話、 スマートフォン、 ウェアラブル端末、 電子辞書、 ICレコーダー等の電子機器類

　これらの補助具や電子機器類をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていると不正行為と

なることがあります。

１.�　試験時間中に使用してはいけない電子機器類は、試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し

電源を切っておいてください。時計の代わりとして利用することを禁じます。

２.�　飲み物等はかばんに入れてください。

３.�　所持品、コート類は、各自机の横の床上に整理して置いてください。机の中は利用できません。

４.�　寒い場合は、コート類を着用しても差し支えありません。

５.�　英文字や地図等がプリントされている上着等の着用は認めない場合があります。

６.�　試験中、受験者間での物品の貸借を禁じます。

②解答上の注意事項

１.�　出願時に届け出た科目以外を受験することはできません。

２.�　問題冊子や解答用紙に不備があれば、挙手して監督者に告げてください。

３.�　解答用紙の所定の位置に受験番号を記入しなかった又は誤記入した場合、当該解答用紙は無効と

します。

４.�　不正行為が判明した場合は、不正行為を行った受験者の受験の中止と退室を命じ、その後の受験

を認めません。また、本学の当該試験日程で受験した全ての個別学力検査等の成績を無効とします。

５.�　試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。解答用紙は持ち帰れません。

その他の注意事項

　最寄りの駅、バス停、和歌山大学周辺等での合否電報（電子メールを利用した合否連絡等の類似行為

を含む）の予約等について、本学は一切関与しておりません。
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前期日程の注意事項

１.�　経済学部の「総合問題ＢⅡ」の受験者は「総合問題ＢⅡ」の受験に際し、そろばん又は電子卓上

計算機（電池式で記録紙・信号音の出ないもの）の使用を認めます。

不正行為の取扱い

①�　次のことをすると不正行為となります。不正行為が判明した場合は、不正行為を行った受験者の受

験の中止と退室を命じ、その後の受験を認めません。また、本学の当該試験日程で受験した全ての個

別学力検査等の成績を無効とします。

ア　�出願書類等、 解答用紙へ故意に虚偽の記入 （受験票、 写真票に本人以外の写真を貼ることや解答用

紙に本人以外の氏名 ・受験番号を記入するなど。） をすること。

イ　�カンニング （試験の教科・科目に関係するメモやコピーなどを机上等に置いたり見たりすること、 教科書、

参考書、 辞書等の書籍類の内容を見ること、 他の受験者の答案等を見ること、 他の人から答えを教わる

ことなど。） をすること。

ウ　�他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。

エ　�配付された問題冊子を、 その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。

オ　�解答用紙を試験室から持ち出すこと。

カ　�「解答はじめ。」 の指示の前に、 問題冊子を開いたり解答を始めること。

キ　�試験時間中に、 定規 （定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）、 コンパス、 電卓、 そろばん、 グラフ用紙

等の補助具を使用すること。 ただし、 前期日程　経済学部の 「総合問題ＢⅡ」 受験者については、 そ

ろばん又は電子卓上計算機 （電池式で記録紙 ・ 信号音の出ないもの） の使用を認めます。

ク　�試験時間中に、 携帯電話、 スマートフォン、 ウェアラブル端末、 電子辞書、 ICレコーダー等の電子機器

類を使用すること。

ケ　�「解答やめ。 筆記用具を置いてください。」 の指示に従わず、 鉛筆や消しゴム等の筆記用具を持ってい

たり解答を続けること。

②�　上記①以外にも、次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず、不正行為と

認定された場合の取扱いは、①と同様です。

ア　�試験時間中に、 定規 （定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）、 コンパス、 電卓、 そろばん、 グラフ用紙

等の補助具や携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類、

教科書、参考書、辞書等の書籍類をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていること。 ただし、

前期日程　経済学部の 「総合問題ＢⅡ」 受験者については、 そろばん又は電子卓上計算機 （電池式

で記録紙 ・信号音の出ないもの） の使用を認めます。

イ　�試験時間中に携帯電話や時計等の音 （着信 ・ アラーム ・振動音など。） を長時間鳴らすなど、 試験の

進行に影響を与えること。

ウ　�試験に関することについて、 自身や他の受験者が有利になるような虚偽の申出をすること。

エ　�試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。

オ　�試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。

カ　�その他、 試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

不測の事態が生じた場合の対応

　公共交通機関の大幅な乱れや自然災害の影響等により、所定の日程による試験実施が困難となるよう

な不測の事態が生じた場合は、本学ホームページにてお知らせします。

和歌山大学ホームページ「入試情報」　https://www.wakayama-u.ac.jp/admission/
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受験者の宿泊について　

　受験者の宿泊については、本学では斡旋しません。各自で手配してください。
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